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１． 0 B調査の趣旨 

新型インフルエンザ対策については、「新型インフルエンザ及び鳥イン

フルエンザに関する関係省庁対策会議」などの場で新型インフルエンザ対

策ガイドライン等の整備が行われ、具体的な対策も着実に進捗している。

しかしながら、混雑により感染拡大を助長するおそれの大きい通勤電車等

での人員輸送のあり方に関しては、重要な課題の一つと指摘されているも

のの議論が十分になされていない。  
新型インフルエンザ対策行動計画」には対策の基本方針として以下の 2

点が掲げられている。  
１．感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる  
２．社会・経済を破綻に至らせない  

これら 2 点の要請は、まさに、高度に発達した都市鉄道ネットワークの

利便性に支えられて都市機能が集積している大都市において、鉄道の混雑

度を一時的にでも大幅に緩和するという非常に難しい問題への賢明な対

処の必要性を求めるものである。  
本調査においては、鉄道の輸送人員を算出する際に、感染拡大を防止す

べく、乗客相互の間隔を 1m又は 2m空けて輸送する P

注）
Pことを想定した。  

調査手順としては、まず既存統計を用いて鉄道の旅客流動量を把握し、

次に車両実験を行って検証した車両タイプ別の抑制乗車人数を用いて、路

線別区間別時間帯別に抑制輸送人員を算定した。また、鐵道車両内での感

染防止が全体の抑制にどれ程効果があるのかを検証するために国立感染

症研究所にシミュレーションを依頼した。  
次に、事業者アンケートを実施し、新型インフルエンザ対応の事業継続

計画（BCP）策定状況を把握するとともに、算定した路線別区間別時間帯

別の輸送人員をもとに、企業が自主通勤計画を策定することができるか等

について調査を実施した。  
新型インフルエンザ対策については、社会システムを緊急・臨時的に大

きく変えることが必要になるものと考えられるので、議論の収斂は相当難

しいが、本調査で示した推計又は予測の数値が、今後、広く社会的に議論

することに役立ち、実効性のある対策の樹立につながることを期待するも

のである。  
≪調査体制≫ 

調査協力機関  国立感染症研究所感染症情報センター、警察政策研究センター 

アドバイザー   日本経済団体連合会、東京商工会議所、リスクマネジメントコンサルティ 

ング会社、交通事業者、（財）鉄道総合技術研究所等 

オブザーバー   国（内閣官房、厚生労働省、国土交通省（参事官（危機管理担当）、鉄 

道局）、関係自治体（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川 

崎市、さいたま市、千葉市の 8 都県市の代表）等  

注）「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（新型インフルエンザ及び鳥インフ

ルエンザに関する関係省庁対策会議 平成 21 年 2 月改定）では、インフルエンザウイルスの主な感染

経路である飛沫感染について、「咳やくしゃみ等の飛沫は、空気中で 1～2 メートル以内しか到達しない」

としている。 
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２． 1 B調査研究フロー 

アウトプットの算出フローを以下に示す。  
 

図表１ 研究アウトプット算出フロー 

 

 
 
 

路線別区間別時間帯別通勤流動

の実態把握 

首都圏の鉄道利用者の流動実態把握

乗 客 の間 隔 を１～２ｍ確 保 した場
合の抑制輸送力・抑制輸送人員に
ついて 

抑制輸送力の机上検討 

車両実験による検討 

路線別区間別時間帯別縮減率の

設定 縮減率=抑制輸送力／現状

輸送人員 

パンデミック時の通勤状況等の把握 
（インターネットアンケート調査） 

夜間人口の変化を把握 

都心部昼間人口の変化を把握 

鉄道から他モードへの転換を把握 

鉄道から他モード

への転換率 

①夜間人口の変化 

②都心部への鉄道通勤者の推計 

③昼間人口の変化（都心部の通勤者） 

鉄道車両内での感染防止効

果をシミュレーションにより検証 

・ パーソントリップ（PT）データ 

・ 大都市交通センサス 

パンデミック時の通勤流動の推計 

対策効果検証シミュレーション 
（感染研） 

 事業継続計画（BCP）の策定状況、抑制輸送力に対して企業が自主通勤計画 
を策定できるか等についてアンケート調査を実施 

パンデミック時疎開率 

パンデミック時出勤率 

パンデミック時交通機関転換率 

出勤率 

疎開率 

課題を整理 
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３． 2 B調査結果 

（１） 4 B首都圏の鉄道利用者の流動実態 

 
① 1 0 B把握方法 

首都圏への鉄道利用者の通勤・通学流動が路線別に把握されている国土

交通省「平成 17 年大都市交通センサス首都圏報告書」と鉄道利用者の全

体像（全目的の利用者）を把握するために、通勤・通学以外のその他の目

的（業務、私事、帰宅目的）も把握されている東京都市圏交通計画協議会

「平成 10 年東京都市圏ＰＴ調査報告書」を利用した。  
 

② 1 1 B結果 

・ 路線別時間帯別区間別に鉄道利用者の流動実態を整理した。  
例：東海道線上り方面の 8 時台の輸送人員 
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（２） 5 B抑制輸送人員の考え方 

インフルエンザウイルスの感染経路には、人の咳やくしゃみ等による

「飛沫感染」があり、飛沫の到達距離は空気中で 1～2 メートルとされ、

「対人距離を保持すること」が個人や事業者が実施できる最も重要な対策

とされている（平成 21 年 2 月 新型インフルエンザ対策ガイドライン）。 
新型インフルエンザの感染拡大を抑制するため、列車内で乗客相互の間

隔を保って乗車、着席することとすると、通常時の輸送力が抑制される。

本調査では、車内で各乗客の間隔を 1～2ｍ保持した場合の鉄道輸送力（抑

制輸送力）を、机上及び車両実験の結果をふまえて計算した。  



４ 
 

抑制輸送人員は、次の二段階の過程を踏んで計算した。  
 

① 間別・時間帯別に抑制輸送力を算出 

 
図表２ 路線のある区間での時間帯別縮減率のイメージ 

時

６ ７ ８ ９           10           11          12          13

抑制輸送力

通常時の輸送人員
（通勤者）

 
② 制輸送力を超える時間帯について、時差通勤を考慮して輸送できる人員

を計算 

 
図表３ 路線のある区間での時差通勤へのシフトのイメージ 
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（３） 6 B車両実験による検証 

① 1 2 B趣旨 

新型インフルエンザ大流行時の首都圏の鉄道輸送において、乗客相互の

間隔を空けた乗車を行うことを想定し、車両内の人数、配置をまず図面に

おいて設定した。  
本実験は、実車両を用いて実際の乗降を行うことにより、図面上の設定

を現実に適用する際の状況を確認するため、乗客間の距離、乗車、降車の

分かりやすさに関する実測データを取得した。  
 
② 1 3 B実験の様子 

（乗客相互 1m 間隔）     （乗客相互 2m 間隔）  

   
③ 1 4 B結果 

・ 乗降時、厳密に 1m、2m の間隔を保つのは難しい。  
・ 行動ルールの「１つおき着席」は、乗客が理解しやすく、乗客相

互の間隔はほぼ１ｍを確保できる。しかし、最初に着席した人の

位置によっては、後の人がとまどう場面もある。  
・ 行動ルールを円滑に実行するためには、適切なわかりやすい説明

が必要。  
・ 車両内では、乗客同士の譲り合い・思いやりが必要。  
 

④ 車両実験を踏まえた行動ルール （抑制輸送人員算出の前提条件設定） 

車両実験の結果、事前に検討した行動ルールについては、１車両あた

りの乗客数に変更はなかったが、各乗客の間隔を 2ｍにした場合は、座

りやすくするため、乗客位置をシートの端からの着席に変更した。  
また、乗降時間については、運行本数は通常時と同様と想定すること

とした。  
1ｍ間隔 20ｍ車両１車両あたり：40 人 18ｍ車両１車両あたり：34 人 
2ｍ間隔 20ｍ車両１車両あたり：18 人 18ｍ車両１車両あたり：18 人  
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（４） 7 Bインターネットアンケート調査結果 

 
① 1 5 B趣旨 

新型インフルエンザの大流行時（パンデミック）の通勤流動を推計する

に当たり、東京都心に通勤している人がどのような行動をとるか等、その

意識・行動を把握するためにインターネットアンケート調査を実施した。 
 

図表４  インターネットアンケート調査概要 

 

 
 
 
 

伝達の有効な手段  

 
平成 21 年 1 月 30 日～2 月 10 日  

 
2,651 サンプル  

 

首都圏居住の就業者で  
勤務先が山手線内にある人  

（首都圏：PT 調査の対象範囲） 

調 査 項 目  

問 1～8. 個人属性  

把 握 項 目  

個人属性の把握  

新型インフルエンザについての認知  

問 10. 世帯について（全員が対象）  夜間人口の把握  

問 9. 新型インフルエンザ・パンデミック

の認知度について  

通勤していない 通 勤 し て い る

問 11. 通勤について  

問 12. テレワークについて  テレワークの導入状況  

問 13. パンデミック時の出勤について  
パンデミック時の出勤率  

問 15. パンデミック時の行動について  

調査対象者  調査規模  調査期間  

通勤していない人の行動  

ルールの必要性  

ルール伝達の有効な手段  

パンデミック時の鉄道からの転換率  

問 14. 電車利用時のルールについて  
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② 1 6 B結果 

・ 「新型インフルエンザ」及び「新型インフルエンザ・パンデミッ

ク時の状況」について、それぞれ 67％、59％の人が認知しており、

そのうち、概ね 6 割の人が「テレビの報道」から認知したと回答

した。  
 

・ 新型インフルエンザ・パンデミック時に「一時的に移動・転居さ

せる」とした人の割合は 13％であった。内訳は、都心への通勤者

本人が「一時的に移動・転居する」との回答が 3%、家族を「一時

的に移動・転居させる」とした人が 10%であった。  
 

・ 新型インフルエンザ・パンデミック時に「出勤する」と回答した

人は 75%、「出勤しない」と回答した人は 25％であった。  
 

・ テレワークが導入されている事業者の従業員は、「出勤しない」と

回答した人が 44%、テレワークが導入されていない事業者の従業

員は、「出勤しない」と回答した人が 23%である。  
 

・ 現在通勤している人のうち、主要な通勤手段を「鉄道」と回答し

た人が 90％であり、そのうちの 6％が新型インフルエンザ・パン

デミック時に鉄道以外の交通機関に交通手段を変えると回答した。 
 

・ 鉄道利用時の行動ルールが必要と回答した人は 88％であった。そ

の内訳は、30％の人が「社会全体がルールに従って行動できると

思う」と回答し、他は「ルールは必要としても不安が残る」とし

ている。  
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（５） 8 B通勤流動の推計 

① 1 7 B方面別通勤流動の推計 

対象エリア（山手線内エリア）への鉄道を利用した通勤流動について、

インターネットアンケート調査結果及び抑制輸送人員から推計した。  
大都市交通センサス（平成 17 年）によると、山手線内エリアへの通勤流

動は 1 日 300 万人となっている。また、インターネットアンケート調査に

より把握した通勤者の一時的な移動・転居、出勤に関する意向をもとにパ

ンデミック時の通勤流動を計算したところ、山手線内エリアへの通勤流動

は 197 万人となった。一方、路線別区間別時間帯別縮減率を用い、路線別

に最大縮減区間の縮減率を適用して抑制輸送力を算定し、抑制輸送力で輸

送可能な山手線内への流入を算出したところ、山手線内への通勤流動は

96 万人となった。  
 

図表５  パンデミック時の鉄道を利用した通勤流動の推計（方面別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

→２８万人 

その他：３６万人→２４万人

          →１５万人

東北線、常磐線方面 

１０１万人→６６万人 

東海道線、京浜東北線方面 

中央本線方面 

７８万人→５１万人 

総武線方面 

３４万人→２２万人

【対象エリア】 山手線内エリア

流入者 

３００万人 

１９７万人 

９６万人 

５２万人→３４万人 

→１７万人 

→１２万人

       →２４万人 

（通常時） 

（通勤者の意識
：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾝｹｰﾄ調査結果による推計） 

（通勤者を抑制輸送人員とした場合：１m 間隔） 

【凡例】 

（通常時）→（通勤者の意識 

：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾝｹｰﾄ調査結果による推計） 
→（通勤者を抑制輸送人員とした場合 

：１m 間隔） 

路線・方面名 

中央線方面 

総武線方面 

東海道線、京浜東北線方面

東北線、常磐線方面 

パンデミック時の鉄道を利用した通勤流動 （通勤者の意識：インターネットアンケート調査結果による推計） 

＝ 現状の鉄道を利用した通勤流動×（１－移動・転居率）× 出勤率 ×（１－他モードへの転換率） 

パンデミック時の鉄道を利用した通勤流動 （通勤者を抑制輸送人員とした場合） 

＝ 現状の鉄道を利用した通勤流動 × 縮減率    注）縮減率＝抑制輸送力／通常時の輸送人員 

                                                      この推計は時差通勤も前提にしたものであ

る
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② 1 8 B通勤流動の推計（全体） 

パンデミック時の都心への通勤者は、インターネットアンケート調査結

果から通常時の 66％に減少すると推計される。一方、抑制輸送力は、１

ｍ間隔の場合に現在の輸送量の 32％、２ｍ間隔の場合に 18％となる。  
また、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 P

注）
Pでは最大 40%程度の欠勤率が想定されている。鉄道会社の職員が 40%

程度欠勤し、輸送力が半減すると仮定すると、上記都心への輸送力もさら

に半減することとなり、１ｍ間隔の場合に現在の輸送量の 16％、２ｍ間

隔の場合には 9％となる。  
 

図表６  パンデミック時の鉄道を利用した通勤流動の推計（全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
注）この推計には時差通勤も含め検討した。  
 

通常時山手線内通勤者  

３００万人

１９７万人
（現在の６６％に減少）

９６万人

（現在の３２％に減少）

パンデミック時

通勤者の意識
（インターネットアンケート調査結果による推計）

（１ｍ間隔）

現 在

５３万人
（現在の１８％に減少）

４８万人
（現在の１６％に減少）

通勤者を抑制輸送人員とした場合

（１ｍ間隔） 

２７万人  
（現在の９％に減少） 

パンデミック時
鉄道会社の職員が 

４割欠勤した場合 

【輸送力半減と仮定】

 

通勤者を抑制輸送人員とした場合
（２ｍ間隔）

通勤者を抑制輸送人員とした場合

（２ｍ間隔） 

＞

通勤者を抑制輸送人員とした場合

注）「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（新型インフルエンザ対策ガイドラ

イン及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議 平成 21 年 2 月改定）では「社会・経済的な影

響としては、流行のピークが異なることから地域差や業態による差があるものの、全国的に、従業員本

人の罹患や家族の罹患等により、従業員の最大 40%程度が欠勤することが想定される」としている。  
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（６） 9 B事業者アンケート調査結果 

 

① 1 9 B調査概要 

新型インフルエンザの大流行時（パンデミック）に事業者が事業の継続

についてどのように対処しようとしているのかを把握し、これをもとに鉄

道による通勤者数が現状に対してどの程度の割合となるかを推計するた

めに、事業者アンケートを実施した。  
平成 21 年 5 月以降、豚由来の新型インフルエンザ（A/H1N1）が流行

しているが、感染力が強く致死率が非常に高くなることを想定している強

毒性の鳥由来の新型インフルエンザが大流行する可能性は依然として存

在する。  
本調査は社会的影響の格段に大きい強毒性の新型インフルエンザを念

頭においたものである。注）  
東京商工会議所にご協力いただき、ＪＲ山手線内の 5000 事業者に調査

票を配布し、1312 事業者から回答を得た（回収率２６％）。  
 

注）調査票の配布・回収を平成２１年４～５月に行っているため、強毒

性の新型インフルエンザを想定した回答になっているものと考え

られる。  
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② 2 0 B結果 

・BCP（事業継続計画）等策定の有無 

新型インフルエンザの大流行に備えた BCP（事業継続計画）やガイド

ライン等を策定している事業者は 7%、今後策定予定の事業者は 26%で

あった。これを従業員数ベースでみると、BCP 等を策定している事業者

で働く従業員数は全体の 47%、今後策定予定の事業者で働く従業員数は

28%であった。  
従業員数の多い事業者ほど、BCP（事業継続計画）等を策定している

割合が高い。  
 

図表７ パンデミックに対する BCP やガイドライン等の策定状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表８ パンデミックに対する BCP やガイドライン等を策定状況  
（従業員数別） 
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策定していないが、今後策定予定 無回答策定している 策定しておらず、今後策定する予定はない

 

 従業員ベース

10.7% 

47.3% 

27.7% 

14.3% 

事業者ベース 
7.1% 

26.2% 

62.7% 

4.0% 

策定していないが、今後策定予定 無回答策定している 策定しておらず、今後策定する予定はない
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・事業規模の縮小 

パンデミック時の事業規模の縮小については、BCP 等を策定している

事業者の中では 1 割に縮小するとの回答が 24%と最も多く、5 割に縮小

が 13%、3 割に縮小が 12%であった。今後策定予定の事業者では、5 割

に縮小するとの回答が 20%で最も多かった。  
図表９ 事業規模の縮小  

ＢＣＰ等を策定している事業者 ＢＣＰ等を今後策定予定の事業者 

23.7%

8.6%

26.9%

5.4%

7.5%

12.9%
3.2%

11.8%

1割 2割 3割 4割

5割 6割 6割～ 無回答

3.2% 6.7%

33.7%

5.5%
14.8%

20.3%

3.8%

11.9%

1割 2割 3割 4割

5割 6割 6割～ 無回答
 

 
・事業規模の縮小期間 

BCP 等を策定している事業者の 20%が１ヶ月、47%が２ヶ月の事業縮

小を想定している。今後策定予定の事業者も 33%が 1 ヶ月、38%が２ヶ

月の期間を想定している。  
図表１０ 事業規模の縮小期間  

ＢＣＰ等を策定している事業者 ＢＣＰ等を今後策定予定の事業者 

20.4%

47.3%

17.2%

1.1%

3.2%

0.0%
0.0%

10.8%

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月～ 無回答

33.3%

38.3%

5.7%2.8%
0.7%

0.7%

0.7%

17.7%

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月～ 無回答
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・従業者数の縮小 

従業者数については、概ね事業規模の縮小割合に応じて絞り込むとし

ている。BCP 等を策定している事業者における従業者の縮小規模は、平

均 34%という結果になっている。 
図表１１ 従業者数の縮小  

ＢＣＰ等を策定している事業者 ＢＣＰ等を今後策定予定の事業者 

 

20.4%

6.5%

32.3%

8.6%

1.1%

15.1%

4.3%

11.8%

1割 2割 3割 4割

5割 6割 6割～ 無回答

4.4%
9.3%

37.2%

4.9%

4.1%

18.3%

5.5%

16.3%

1割 2割 3割 4割

5割 6割 6割～ 無回答

 

 
・事業所毎通勤計画 

当研究所が算出した鉄道路線別区間別時間帯別の抑制輸送力を用いて

「事業所毎通勤計画」を作成することについては、「作ることができる」

と回答した事業者が 20%、「目安として活用する」との回答が 60%であ

った。  
図表１２ 事業所毎通勤計画の作成  

 
20.0%

59.5%

16.0%

4.6%

事業所毎通勤計画をつ
くることができる

目安として活用する

事業所毎通勤計画をつ
くることができない

無回答
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・事業継続可能性 

通勤可能な人数が現在の 3 割になると仮定した場合、事業を「継続で

きる」と回答した事業者は 27%、「継続できない」との回答が 26%、「継

続できるかどうかわからない」が 46%であった。  
通勤可能な人数が現在の 1 割になると仮定した場合、事業を「継続で

きる」と回答した事業者は 12%、「継続できない」が 53%、「継続できる

かどうかわからない」との回答が 32%であった。  
図表１３ 事業継続可能性  

26.6%

16.5%

12.1%

25.5%

39.9%

53.4%

46.1%

41.4%

32.2%

1.8%

2.2%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の約３割となった場合

現在の約２割となった場合

現在の約１割となった場合

事業を継続できる 事業を継続できない 事業継続できるかわからない 無回答

 
 

・要望 

新型インフルエンザ対策に関する要望等についての自由記述では、

「国・行政の対策、指導」（155 社）、「医療品、医療体制」（137 社）、「正

確な情報の提供」（118 社）を求める意見が多かった。  
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４． 3 Bまとめ 

 

（１） 通勤従業者数の推計 

BCP 等において事業の縮小を定めている事業者が、パンデミック時に

上記アンケート調査の結果通り出社人数を絞り込むと仮定して、その他

の事業者（従業者数の縮小を定めていない事業者）の対応を３つの想定

に分け、通勤者数の現状に対する割合を推計すると、  
 

<ｹｰｽ１> 事業の縮小を定めていない事業者が、出社人数の絞り込み

を全く行わない場合（全員出勤させる）   U現状の 67% 
<ｹｰｽ２> 事業の縮小を定めていない事業者が、従業員数の 70%（当

研究所が山手線内に勤務先がある人を対象に行ったアンケ

ート調査において、出勤すると回答した割合）を出社させる

と仮定した場合              U現状の 52% 
<ｹｰｽ３> 事業の縮小を定めていない事業者が、定めている事業者と

同様の割合（34%）で出社人数の絞り込みを行うと仮定した

場合                   U現状の 34% 
 

（２） 鉄道輸送力の推計    

電車内での感染を防止することが感染拡大を大きく抑制する効果があ

ることは、国立感染症研究所のシミュレーションによっても明らかにさ

れている。  
一方、鳥由来新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ５Ｎ１）等のいわゆる「強

毒性」の新型インフルエンザの感染を通勤時 P

注）
Pに防止するために  

鉄道車両内で乗客相互の間隔を U１ｍ U確保すると、  
輸送できる割合は現状の通勤輸送実績の U32% Uとなり、  
鉄道事業者の従業員の４割が欠勤することにより運行本数

が半減すると、 U16% Uになる。  
鉄道車両内で乗客相互の間隔を U２ｍ U確保すると、  

輸送できる割合は現状の通勤輸送実績の U18% Uとなり、  
鉄道事業者の従業員の４割が欠勤することにより運行本数

が半減すると、 U9% Uになる。  
（注）不要不急の外出自粛、学校の休校を想定しており、本調査

では通勤者のみを対象としている。  
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（３） 考察 

鳥由来新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ５Ｎ１）等の「強毒性」の新型イン

フルエンザの大流行を想定した場合、上述「（３）推計」によれば、アン

ケート調査結果から推計される通勤従業者数（減少の割合）と乗客相互の

間隔を保持した場合に計算される鉄道輸送力（減少の割合）との間に大き

な差が生じる試算結果となっている。  
いわゆる「強毒性」の新型インフルエンザの感染拡大防止のためには、

「住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請」「学校、通所施設等の

設置者に対する臨時休業及び入学試験の延期の要請」「事業者に対し、不

要不急の業務を縮小するよう要請」すること等が必要であり、このことは

新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議

「新型インフルエンザ対策行動計画（平成２１年２月改定）」にも盛り込

まれている。その一方で、鉄道事業者を含む公共交通機関の側が乗車制限

を行うことは困難である。  
以上を踏まえると都心部における社会活動の種々の場面でいわゆる「強

毒性」の新型インフルエンザの感染を防止するためには、社会全体の取り

組みとして、社会・経済を破綻に至らしめない範囲で通勤総需要を含めた

社会活動の縮小を覚悟せざるを得ない。 

 

このため、具体的には、 

① 2 1 B事業者による事業規模の縮小、 

② 2 2 B在宅勤務（テレワーク等）、 

③ 2 3 B時間帯を大幅に広げた時差通勤、 

④ 2 4 B一時的なシフト制勤務の実施等 

2 5 Bを含む、いわゆる「強毒性」新型インフルエンザを想定したＢＣＰの策定

等を社会全体で進めるべきである。 

新型インフルエンザ対応のＢＣＰ等を未策定の事業者においては、でき

るだけ多くの事業者が事業規模の縮小を含めた計画作りを進めるべきで

あるし、すでに策定している事業者においても、ＢＣＰ等の有用性を検証

して必要な場合には見直しを行うべきである。  
このような事業者としての取り組みや鉄道事業者の輸送力の確保等に

向けた取り組みとともに、発症が疑われる場合には自宅に留まるという

個々人の対処とそれを容認する事業者の姿勢、社会の理解が重要であろう。 
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